
〔教育委員会〕

事案 措置年月日 措置内容 被措置者

1 令和8年3月30日 文書訓告
県立高等学校
講師等
３０代

2 令和8年3月30日 口頭注意
県立高等学校

校長
５０代

【問い合わせ先】
県立学校：教職員課　県立学校人事担当　[直通：０８８－６２１－３１３０]

服務上の措置の実施状況
（令和８年３月）

事案の概要

ソーシャル・ネットワーキング・サービス上に、卒業
証書に揮毫された生徒１６名の氏名及び生年月日
が写り込んだ画像を投稿し、個人情報を外部から
閲覧可能な状態にした。

上記事案に係る管理監督責任


